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第３回都区財政調整協議会幹事会（R3.12.23） 

主な発言概要 
 

 

 

 

 

■ 財源見通しについて 

【都】 

（はじめに） 

それでは、まず財源見通しについて説明いたします。 

東京都の令和4年度予算及び令和3年度補正予算の編成作業は、現在も続いておりますので、

本日のところは、口頭での説明とさせていただきます。 

また、本日説明する内容は、あくまで現時点での財源見通しであり、また税制改正が予定

されている事項の一部についても、影響額は反映されておりません。今後、変動がありうる

ことをお断りしておきます。 

 

（令和3年度の財源見通し） 

それでは、まず令和3年度の財源見通しについてです。 

調整税等の見込みは、当初フレームと比べ、固定資産税が、約51億円、率にして0.4％の減、

市町村民税法人分は、約1,941億円、率にして49.7％の増、特別土地保有税については、ほぼ

予算額と同額、法人事業税交付対象額は、約159億円、率にして26.6％の増、固定資産税減収

補塡特別交付金は、ほぼ予算額と同額となることで、それぞれ見込んでいます。 

これらを合わせた調整税等の総額は、当初フレーム比で、約2,048億円、率にして11.5％の

増と見込んでいます。 

これを財調交付金55.1％相当で計算しますと、約1,129億円の増となり、普通交付金が約

1,072億円の増、特別交付金が約56億円の増となります。 

財源見通しは、このようになっておりますが、普通交付金につきましては、当初算定時に

約363億円の算定残が発生していましたので、約1,435億円が最終的な算定残となる見込みで

す。 

 

（令和4年度の財源見通し） 

続いて、令和4年度の財源見通しについて説明いたします。 

固定資産税は、1兆3,543億3千6百万円、市町村民税法人分は、5,506億9千4百万円、特別土

地保有税は、1千万円、法人事業税交付対象額は、746億1千万円、固定資産税減収補塡特別交

付金は、3百万円、これらを合わせた調整税等の合計は、1兆9,796億5千3百万円と見込んでい

ます。 

これを55.1％相当で計算しますと、1兆907億8千9百万円となり、これに、令和2年度の精算

分、185億4千8百万円を加味した交付金総額では、1兆1,093億3千7百万円となります。 

この結果、普通交付金の額としては、1兆538億7千万円と見込んでいます。 

ただいま申し上げました財源見通しを、令和3年度当初フレームと比較すると、固定資産税

は、率にして3.3％の増、市町村民税法人分は、40.9％の増、法人事業税交付対象額は、25.0

本資料は第３回幹事会における協議内容について、区側の聞き取りにより作成したものです。 
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％の増、固定資産税減収補塡特別交付金は100.0％の減、と見込んでおり、調整税等の全体で

は、11.6％の増と見込んでいます。 

普通交付金総額では、精算分の影響も加え、約1,241億円、率にして13.3％の増となる見込

みです。 

 

（基準財政収入額見込み） 

次に、基準財政収入額の見込みについてです。 

各項目の収入見込額を申し上げます。 

・特別区民税が、8,947億8千2百万円 

・軽自動車税環境性能割が、3億4千4百万円 

・軽自動車税種別割が、35億3百万円 

・特別区たばこ税が、629億4千2百万円 

・利子割交付金が、22億9千6百万円 

・配当割交付金が、156億9千8百万円 

・株式等譲渡所得割交付金が、178億7千8百万円 

・地方消費税交付金が、2,009億5千8百万円 

・ゴルフ場利用税交付金が、3千万円 

・環境性能割交付金が、30億8千5百万円 

・地方特例交付金が、60億3千7百万円 

・その他の譲与税等が、160億1千7百万円 

・特別区民税特例加減算額が、マイナス86億7千1百万円 

・地方消費税交付金特例加算額が、184億3千3百万円となり、 

基準財政収入額合計では、令和3年度フレーム対比で、 

205億4千9百万円、率にして1.7％増の、 

1兆2,333億3千2百万円を見込んでおります。 

基準財政収入額の見込方法等、詳細につきましては、この後、担当から説明させていただ

きます。 

 

（基準財政需要額の見込み） 

続きまして、基準財政需要額ですが、既定のルール改定等を反映した結果、現時点では、

約2兆931億円となっています。 

なお、この基準財政需要額の中には、不交付団体の財源超過における水準超経費相当とし

て、約200億円を含んでいます。 

 

（普通交付金所要額見込み） 

その結果、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた、令和4年度の普通交付金所要

額は、約8,598億円となり、調整税等の見通しから計算した普通交付金の総額が、この所要額

に比べ、約1,941億円超過すると見込んでいます。 

以上が、現時点での財源見通しです。 

 

（再調整に係る提案説明） 

続いて、令和3年度の算定残の取扱いに係る、都側の考えを説明いたします。 

先ほど説明したとおり、普通交付金の最終的な算定残は、約1,435億円となる見込みです。 
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この取扱いにつきましては、都区財政調整条例第8条第2項及び都区間で合意したルールに

基づき、特別交付金に加算するのではなく、基準財政需要額の追加算定を行い、普通交付金

で交付することといたします。 

この普通交付金の再算定にあたりましては、令和3年度の財政需要を改めて見直した上で、

次の項目について検討を進めています。 

本年10月7日には足立区で震度5強の地震が観測され、その後も山梨県で震度5弱、茨城県で

震度4など、関東近県を震源地とした地震が複数回発生していること、また、今後30年以内に

70％の確率で、マグニチュード7級の首都直下地震が起こると予測されていることを鑑み、災

害時に避難所等となる公共施設の改築需要等に係る経費について、再算定で算定すべきと考

えております。 

 

（情報の取扱いについて） 

最後に、今回ご説明しました、財源見通しの情報の取扱について一言申し上げます。 

東京都の予算編成作業は現在も続いており、本日お示しした金額は、編成途中の見込み額

でございます。 

このため、本日説明した情報については、取扱いに十分ご注意ください。 

財源見通し等に関する説明は以上でございます。 

 

 

■ 基準財政収入額の見通し 

【都】 

それでは、私から、基準財政収入額見込の概要につきまして、説明いたします。 

令和4年度の基準財政収入額は、1兆2,333億3千2百万円と、令和3年度フレームと比べて、

205億4千9百万円、率にして1.7％の増を見込んでおります。 

これは主に特別区民税の増によるもので、「ふるさと納税」による寄附金税額控除は増え

ているものの、雇用・所得環境の改善による総所得金額の増などにより、約234億円、率にし

て2.7％の増を見込んでおります。 

軽自動車税種別割につきましては、平成31年度及び令和3年度税制改正においてグリーン化

特例の対象が重点化されたことにより、特例で税率を軽減する対象台数の減が見込まれ、収

入見込額が増額となる影響を反映しております。 

続きまして、軽自動車税環境性能割及び環境性能割交付金につきましては、自動車税環境

性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減が本年12月で終了することに伴い、いずれも

増額を見込んでおります。 

なお、地方特例交付金のうち自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交

付金につきましては、令和3年度をもって算定を終了しております。 

地方消費税交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者への

対応として令和2年度に徴収猶予の特例が実施され、令和3年度は、令和2年度の地方消費税収

の一部が流入し収入増となりました。令和4年度は、徴収猶予の特例による令和3年度からの

流入がほとんどないことから、その反動減を見込んだ結果、地方消費税交付金特例加算額と

あわせて約83億円、率にして3.6％の減を見込んでおります。 

なお、本日ご説明した令和4年度の基準財政収入額は、現時点の見込でございます。現時点

で税制改正の大綱及び政府予算案は決定されておりませんが、今後、これらの内容について

適切に反映させるものと考えております。変動が生じた項目については、次回幹事会にて、

改めてお示しいたします。 
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続きまして、配布資料の、「平成19年度の国から地方への税源移譲に伴う特別区民税影響

見込額（令和3年度分）」をご覧ください。 

こちらは、収入項目の一つである特別区民税特例加減算額の、令和4年度の区別算定に係る

基礎数値となります。 

資料の数値につきましては、すでに、都区双方の事務方で確認しておりますが、改めてご

確認ください。 

特例加減算額の措置につきましては、「当分の間」とされているため、来年度以降も同様

に確認していくこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

 

■ 財源見通しを受けての発言 

【区】 

それでは、最初に、令和3年度の再調整について、区側の考えを申し上げます。 

先ほど都側から、再調整項目として、災害時に避難所となる公共施設の改築需要等に係る

経費について、提案がございました。 

その点について異論はありませんが、区側としては、再調整で算定すべきその他の事業と

して、本来、標準算定すべき事業であるにもかかわらず、過去の協議等により未算定となっ

ている事業や、特別区の実態と大幅な乖離が生じている事業などについて、優先的に算定す

べきと考えます。 

具体的には、商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））の令和3

年度における利子補給及び信用保証料補助に係る経費や、耐震診断支援等事業費、学校運営

費の学校教育ICT化関連経費及び学校諸室冷房設備整備経費、授業目的公衆送信保証金、また、

放課後児童クラブ事業費の見直しが挙げられます。 

次に、令和3年度の財源見通しについてですが、総額が当初フレーム比で約2,048億円の増、

率にして11.5％の増と見込まれております。例年に無い大幅な乖離の要因について、都側の

見解を伺います。 

最後に、令和4年度の財源見通しについてですが、ただいまの都側の説明では、今般の税制

改正による影響については精査中ということでした。いまだ協議中の事項もあることから、

財源を踏まえた対応については、必要があれば、次回具体的な内容を提案させていただきま

す。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

ただいま、区側から今年度の財源の大幅な伸びの要因について、都側の見解を求める発言

がございました。 

都の予算編成は現在も続いていることから、現時点で、確たることを申し上げることはで

きません。 

今後、都の予算編成が進み、所管部局へ確認した上でお示しさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

また、区側からは再調整すべき事項として、商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん

事業（緊急対策分））の提案がございました。 

これは昨年度の協議においても区側から提案があり、合意したところでございます。 
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本年8月の区長会総会において、ただ今ご提案のあった緊急対策分を需要算定していること

を説明した際、新型コロナウイルス感染症対策経費は、国が全額負担すべきものであり、財

調で算定するべき経費ではないという主旨のご発言もございました。 

本事業については、新型コロナウイルス感染症対策に係るものとしてご提案されておりま

す。 

都といたしましては、本幹事会において区側提案として提案されているため、23区の総意

としての提案と理解しておりますが、念のため、その理解でよろしいか確認させていただき

ます。 

私からは以上です。 

 

 

【区】 

乖離の要因につきましては、確認ができ次第、お示し下さいますよう、よろしくお願いい

たします。 

また、商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））につきましては、

先ほど都側からの発言にもございましたとおり、令和4年度財調協議の区側提案事項でもあり、

区側の総意としての提案です。 

私からは以上です。 

 

 

■ 道路改良工事費の見直し（態容補正） 

【都】 

前回区側から、「財調算定上は、重複する施工面積を一致させれば良く、都側提案のよう

に減算する金額を一致させる必要はない」との発言がありました。 

現在、道路と同様に、都市計画交付金により算定された公園事業の改修に要する経費を公

園費の態容補正により減算しています。 

これは、平成31年度財調協議における投資的経費の公園費の見直しで、公園改修費を算定

することとなったことから、「都市計画交付金との重複部分について割り落とす態容補正を

新設する」との区側提案を受け、合意したものです。 

その際、公園費の態容補正では、都市計画交付金算定対象の地方負担額をそのまま減算す

る方法で行うことを都区間で確認し、現在もそのように算定しています。 

都市計画公園整備事業の都市計画交付金の算定にあたっては、財調単価又は実施単価のい

ずれか低い額としているため、実施単価がどのような単価になろうとも、都市計画交付金算

定対象の地方負担額と財調の公園費における減算額は一致します。 

一方、前回の区側発言は、財調算定上、減算金額を一致させなくても良いということにな

り、道路橋りょう費と公園費の減算額の考え方に齟齬が生じていると思いますが、いかがで

しょうか。 

なお、前回区側から、「今回の都側提案は、都市計画交付金算定対象の地方負担額と土木

費の減算額を同額とするものであり、これにより、実質的に都市計画交付金対象事業の財源

保障がなされなくなることを意味する」といった発言や、財源保障についての質問がありま

したが、今回の都側提案は、区と都で減算方法を確認した公園費の態容補正の考え方に倣う

ものです。 

私からは以上です。 
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【区】 

都側から説明のありました、道路改良工事費の態容補正の見直しについて発言いたします。 

まず、都側発言にありました公園費の態容補正における減算についてですが、都側発言の

とおり、都市計画交付金算定対象の地方負担額をそのまま減算する方法となっています。し

かし、都市計画公園整備事業における都市計画交付金算定対象の地方負担額は、財調単価を

上限にして面積を乗じたものとなっていることから、事実上、道路改良工事費の減算と同様

の考え方であり、齟齬は生じておりません。 

むしろ、区側としては、都市計画公園の更新・改修事業について、都市計画交付金の単価

設定が財調単価を上限としているため、都市計画交付金算定対象の地方負担額と減算額が同

額となっており、財源保障がなされていないことが問題であると考えています。 

このため、区側はこれまでも都市計画公園整備事業にかかる都市計画交付金算定対象の地

方負担額のみが、財調単価を基に交付されることから、毎年、「都の施策及び予算に関する

要望」の中で実績と乖離して算定されている工事単価の引き上げを求めています。また、財

調協議においても抜本的な見直しを求めております。 

道路改良工事費と公園費で減算方法が異なるのは、都市計画交付金の単価設定が道路と公

園で異なることによるものであることから、財調単価を上限としている都市計画公園整備事

業の単価設定を見直すべきと考えますが、都側の見解を伺います。 

なお、他の都市計画交付金算定事業と同様に、都市計画公園整備事業における単価を実績

に変更していただければ、当然に公園費の態容補正も道路改良工事費と同様に、財調単価と

面積による減算方式に変更すべきであると考えます。 

また、第2回幹事会でも申し上げましたが、道路改良工事費の態容補正について、このよう

な見直しの提案を行う都側は、各区が行う都市計画事業の財源保障についてどのようにある

べきと考えているか、見解を伺います。                       

 

 

■ 特別交付金 

【区】 

私からは、特別交付金について2点発言いたします。 

1点目は、「特別交付金の割合の引き下げ」についてです。 

都側が特別交付金の割合を5％から2％に引き下げる必要がないと考える理由は、5％を大き

く超える規模で申請されていることのみなのか、見解を伺います。 

2点目は、「算定の透明性・公平性の向上」についてです。 

第1回幹事会から区側より提案している、都側が統一対応として算定除外している事業につ

いて、毎年度全区に提示するという提案に対して、「事務の軽減に繋がっていないことから、

今回の区側提案には合意するものではない」との発言がございました。 

提案の内容は、都側がこれまで各区に算定除外として示した事業をまとめて、全区に提示

していただきたいというものです。 

各区に対して個別に示しているものを、全区に周知するものであり、何ら問題はないと考

えます。周知する必要がないと考えるのであれば、その理由を伺います。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

ただ今の区側発言に対する都の見解は、次回述べさせていただきます。 

私からは以上です。                                                                                                                             
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■ 都市計画交付金 

【区】 

私からは、都市計画交付金について発言いたします。 

第2回幹事会において、都側から区側の提案に対する見解が示されましたので、それぞれの

項目について、改めて都側の見解を伺います。 

まず、都側より「都区間で認識に違いがある」との発言がありましたが、具体的にどのよ

うな認識の違いがあると考えているのか、都側の見解を伺います。 

また、都側より「財調協議の場ではなく、各区から直接、都市計画事業の実施状況や意向

等を踏まえながら」との発言がありました。 

なぜ、都側は、財調協議の場ではなく、各区から直接聞くこととしているのか、理由を伺

います。 

次に、都市計画交付金の規模の拡大と交付率の撤廃・改善についてですが、都側より「予

算の見積もりに当たり、各区の状況をお伺いした上で所要額を積算しております。」との発

言がありました。 

第1回幹事会で申し上げたとおり、特別区の都市計画交付金対象事業費は増加傾向にありま

す。それにもかかわらず、平成29年度以降、都市計画交付金の予算額を200億円に据え置き、

増額しない理由について、都側の見解を伺います。 

また、予算化に当たり、各区の状況を具体的にどのように所要額の積算に反映しているの

か、伺います。 

次に、都市計画事業の実態を検証するための情報の提示についてですが、財調協議の場で

検証する必要はないとのことですが、その理由について、都側の見解を伺います。 

最後に、都市計画事業のあり方についての協議体の設置についてですが、都側より明確な

回答がございませんでした。都側としては、協議体の設置は不要という認識なのか、見解を

伺います。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

都市計画交付金につきまして、まず、「都区間の認識の違い」や「協議の場」について回

答をさせていただきます。 

都市計画税は、都が賦課徴収する目的税であり、法律により特別区にその一定割合を配分

することとされている調整税等とは制度上の性格が異なります。このため、都としては、こ

の財調協議の場において、都市計画交付金を議論するものではないと認識しております。今

後も、都市計画交付金については、各区から直接、都市計画事業の実施状況や意向等をお伺

いしながら、都において検討し、適切に対応していくものと考えております。 

次に、「都市計画交付金の予算」についてご質問がありました。予算の見積もりに当たっ

ては、毎年度、各区が策定した事業計画に基づき、一件ごとに事業の実施状況を精査した上

で、所要額を積算し、必要な予算額を確保していると認識しております。 

私からは以上です。 

 

 

■ 保育所等の利用者負担の見直し 

【区】 

私からは、保育所等の利用者負担の見直しについて発言いたします。 
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第1回幹事会において都側から質問のあった、国基準の状況については、変化があったもの

ではありません。 

区側は第2回幹事会において、都側からの質問に対し、事実に基づかない発言をしたもので

はなく、事実を確認した上で発言したものであることは、申し上げるまでもありません。 

次に、第2回幹事会において区側から、特別区の実態を踏まえた設定とすることが適切であ

ることについて、区側の考え方とその根拠をお示しいたしました。 

国が定める上限額による設定が、特別区の実態を踏まえた設定よりも、標準区における保

育料設定として合理的かつ妥当な水準とする根拠について、改めて都側の見解を伺います。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

ただいま、区側から「都側からの質問に対し、事実に基づかない発言をしたものではなく、

事実を確認した上で発言したものであることは、申し上げるまでもありません。」との発言

がありました。 

では、なぜ第2回幹事会において、都の発言に対し、「変化があったものではない」と発言

しなかったのでしょうか。 

区側は財調協議会において、「課題を解決するために、お互いの立場を尊重しながら、議

論を尽くしていくことが大事であると考えております。真摯にご対応いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。」と発言されています。 

都は区側の認識論の回答に対し、事実の確認をしただけであり、それに対して、「申し上

げるまでもありません」という発言は、お互いの立場を尊重しながら議論を尽くすというこ

とになるのでしょうか。 

区側からこのような発言があったことは、非常に残念であります。 

次に、国が定める上限額による設定が、特別区の実態を踏まえた設定よりも、標準区にお

ける保育料設定として合理的かつ妥当な水準であるとする根拠について、都の見解を申し上

げます。 

これまでの協議において「保育所等の利用者負担額については、子ども・子育て支援法に

おいて、施設型給付費に係る利用者負担額は、『政令で定める額を限度として当該支給認定

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額』とされ、同法

施行令において、保護者の市町村民税所得割課税額による階層区分ごとに負担額が定められ、

この額が、国庫負担金及び都道府県負担金の精算基準とされていること、地方交付税に係る

標準団体行政経費において、私立施設の施設型給付費、及び地方財政措置とされる公立施設

の施設型給付費は、国基準の利用者負担額を前提に積算されていること、を踏まえ、都区財

政調整における標準区経費の設定として、合理的かつ妥当な水準は、国の基準によるべきも

の」と回答しているとおりです。 

私からは以上です。 

 

 

■ 耐震改修支援等事業費 

【区】 

私からは、耐震診断支援等事業費について、発言いたします。 

第2回幹事会において、都側から質問がございました、特定財源の設定について、お答えい

たします。 
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まず、都側から指摘のあった「現在実施されている都補助事業や国庫補助事業の活用」と

いう点について、区として異論もありません。 

次に、実績単価については、区側調査結果による特定財源総額を事業件数で除して算出い

たしました。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

区側から、特定財源の「実績単価については、区側調査結果による特定財源総額を事業件

数で除して算出」したとの説明がありました。 

今回区側が実施した調査結果を改めて確認すると、事業実施件数の一部にしか補助が該当

していないと報告している区が複数あります。 

そのため、「特定財源総額を事業件数で除して算出」された単価は、本来の実績単価と比

較し過少になり、標準区経費の単価としては妥当でないと考えます。 

標準区経費の設定にあたり、特定財源については、直近の令和3年度の負担割合や補助限度

額等に基づき、事業費に見合った額で設定すべきと考えます。 

また、耐震診断等助成費に係る事業費単価については、国補助・都補助の活用を想定した

事業であることから、区単事業に係る経費を除くなど、設定根拠となる区側の実績を改めて

精査の上、国や都の補助限度額の範囲内で設定すべきと考えます。 

なお、耐震診断等助成費に係る事業件数については、前回幹事会において、都の耐震改修

促進計画に記載されている、平成30年住宅・土地統計調査を基にした令和2年3月末時点の推

計値により設定しているとの説明がありました。 

当計画は、住宅の耐震化について、令和7年度末までに目標の達成を図ることとしています。

そのため、標準区経費の設定に当たっては、自然更新率を踏まえて推計した、行政として耐

震化を図る必要がある令和7年度時点の未耐震化件数を基に、事業費件数を設定すべきと考え

ます。 

私からは以上です。 

 

 

■ 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 

【区】 

私からは、私立幼稚園等保護者負担軽減事業費について、発言いたします。 

第2回幹事会において、都側から「都事業については、都民が都内のどこに住んでいても、

同水準の行政サービスを受けられるよう、都が判断し、その責任をもって定めたものであり、

合理的かつ妥当な水準」との発言がありました。 

幼児教育・保育の無償化が行われた令和元年10月に、国は30万8,400円を無償化の基準とい

たしました。これを受けて、都は当時の都内幼稚園の平均保育料が33万円であることから、

生活保護世帯等を除き、保護者の負担が生じないように、差額の2万1,600円を補助すること

としています。 

一方で、都内幼稚園の平均保育料は、年々上昇しており、都の「令和3年度都内私立幼稚園

入園児（4歳児）納付金調査」によれば、令和3年には36万6,639円となっており、都補助額を

差し引いても、約3万7千円の保護者負担が生じています。 

区側としては、当初提案した通り、区側の実態での算定が合理的かつ妥当な水準であると

考えていることに変わりはありませんが、都側が、都事業が合理的かつ妥当な水準であると
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するならば、少なくとも、現在の都内平均保育料と都補助基準の差額は、あるべき需要とし

て財調に算定すべきと考えますが、都側の見解を伺います。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

前回お答えしたとおりです。 

私からは以上です。 

 

 

■ 35人学級への対応 

【区】 

私からは、35人学級への対応について、発言いたします。 

第2回幹事会において、都側から確認のあった点についてお答えいたします。 

経常的経費について、まず、1点目の測定単位「児童数」の経費を児童数の測定単位の引き

下げに当たり、標準区経費も同様に引き下げ、単位費用に増減が生じないよう調整する理由

をお答えします。 

これは当該経費が児童数に連動した経費を算定しているため、児童数の引き下げにあわせ

て、標準区経費を引き下げなければ、本来必要な経費に対して、過大な算定となってしまう

ことから提案したものです。 

続いて2点目、測定単位「学級数」で算定している経費については、先ほどの測定単位「児

童数」の経費と異なり、経費は基本的に学級数に連動したものであることから、現算定を据

え置きとしております。 

なお、この2点については地方交付税制度においても同様の対応が図られています。 

次に、投資的経費についてですが、区側の提案としては、35人学級への対応として、特別

区に発生する普通教室への転用経費は、実態を踏まえて算定すべきと考えており、単位費用

での時限的な算定を提案したものです。 

区案に沿って整理されるべきとの考えに変わりはありませんが、現時点で都区の見解を一

致させることは困難であるため、単位費用ではなく、態容補正での算定とする修正案を提案

いたします。 

本修正案は態容補正により、実施区平均の1室当たり整備単価と転用教室数を乗じることで

算定するものです。 

私からは以上です。 

 

 

【都】 

測定単位「児童数」及び「児童生徒数」の標準区経費を引き下げる理由については、本来

必要な経費に対して、過大な算定となるためとのことでありました。 

都としてもその考えは理解するところではありますが、区側からは「標準区経費の該当箇

所を引き下げることで、最終的に単位費用に増減が生じないよう調整を行う。」旨の発言の

みで、その引き下げに係る具体的な方法についての提示がありません。 

区側提案の妥当性を判断するにあたっては、引き下げに係る具体的な方法の確認が不可欠

です。そのため、早急にその方法についてお示しいただきたいと思います。 

なお、これで全てを網羅しているとは思いませんが、引き下げ方法について都側として気

付いた点を論点メモとしてまとめておりますのでご参照ください。 
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資料1が引き下げの方法に関する確認事項、資料2が令和3年度の算定本のうち、測定単位「児

童数」に関する部分となります 

ここで一つ例をあげて説明させていただきます。 

資料2－3の「要保護・準要保護児童就学援助費積算」については、国等の単価及び標準行

政規模における各項目の要保護児童、準要保護児童の人数により、積算がされています。 

このうち、上から4行目の「通学費」の歳出の積算基礎では単価40,520円×7人となってい

ます。この単価は国単価を使用しているため、調整するのは人数ということになると思いま

すが、どのように調整するのでしょうか。測定単位である児童数の内訳となる数字でもある

ため、整数とする必要がありますが、端数はどのように扱うのでしょうか。その場合、金額

はどこで調整するのでしょうか。 

また、逆に単価を調整する場合はどのようなものがあるのでしょうか。 

一例を述べましたが、この事例以外にも、国や都の基準等で定められている単価を参照し

ているものもあるため、どの単価を調整し、どの人数を調整すべきなのか。 

また、児童数、児童生徒数を測定単位とする補正について言及がありませんが影響はある

のか、ないのか等、整理すべき点は多数存在します。 

測定単位「児童数」、「児童生徒数」の標準区経費、補正など算定に必要な数字の全てに

ついてどのように調整するかの提示をお願いします。 

都における検証の時間も必要となりますので、早急に提示していただけなければ、本件に

ついての合意は困難であると言わざるを得ません。早急な対応をお願いします。 

次に、区側は測定単位「学級数」で算定している経費については、測定単位「児童数」の

経費と異なり、学級数に連動したものであることから据置にしているとのことでありました。 

しかし、前回幹事会における都の発言内容は、測定単位「学級数」の性質を聞いたもので

はなく、その内訳についての見解を伺ったものです。 

都としては、測定単位「学級数」で算定している経費にも、児童が使用する机やイスとい

った経費が含まれており、それらは1学級40人として積算されているものと考えております。

そのため、35人学級への対応により、1学級あたり5人分の経費が過大となることから、経費

の見直しについて、見解を伺ったものです。 

区側は単位費用に増減が生じないよう調整する理由は、過大な算定となることを避けるた

めと発言されていますが、測定単位「学級数」で算定している経費について、見直しを行わ

ない理由を改めて伺います。 

次に投資的経費についてですが、区側から、態容補正での算定という修正案が示されたこ

とを受けて、都側として確認すべき点について、標準行政規模の見直しと同様に、資料3のと

おり、論点メモとしてまとめました。 

こちらも一つ例をあげて説明させていただきます。 

論点メモの中段にあります一教室当たり費用の一番上の欄。平成31年度財調協議における

同様の区側提案に対し、都側は「特別教室ごとに改修経費は異なることは明白であり、特別

教室ごとに経費を設定すべき」と発言しておりますが、今回の提案にはどのように反映され

ているのか伺っております。この他、多数の確認事項を記載してありますので、対応をよろ

しくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 


